
平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

01 中海水質浄化対策推進

施策
　１ 事業の目的

　中海に係る各種水質保全施策を総合的かつ計画的に推進し、中海の水質保全を図
る。

　
　２ 事業の内容

　鳥取県及び島根県では、中海の水質保全のため、平成元年度以降、下水道の整備
等の各種水質保全施策をとりまとめた「中海に係る湖沼水質保全計画」を策定し、関
係機関、関係市町、事業者及び住民等の理解と協力を得て、各種水質保全施策を総
合的かつ計画的に推進している。
　平成２１年度には第５期計画（平成２１～２５年度）を新たに策定してより一層の水質
保全施策を計画しているが、未だ湖沼環境基準の達成には至っていない。そのため本
計画の推進を図るとともに中海会議等で検討される水質改善方策についても取組む。

　３ 事業の現状及び課題

（１）第５期「中海に係る湖沼水質保全計画」に基づく施策評価など
（２）中海会議（鳥取・島根両県及び中海周辺４市１町及び国土交通省）における一層
の水質改善のための方策の検討 
（３）中海水質汚濁防止対策協議会（鳥取・島根両県及び中海周辺４市１町）の運営 
（４）住民参加型の水質調査等の実施
（５）海藻刈りによる栄養塩循環システムのモデル構築検討事業（島根県との連携事
業）
（７）環境にやさしい農業推進に関する普及・啓発の取り組み
（８）米子湾の流動等調査等の実施

実績
　　　平成２４年度実績
・第５期「中海湖沼水質保全計画」に基づき生活排水処理施設の整備等の各種浄化事業を
推進した。
・中海会議（鳥取・島根両県及び中海周辺４市で構成）を開催し、一層の水質改善のための方
策を検討した。
・中海水質汚濁防止対策協議会（鳥取・島根両県及び中海周辺４市で構成）の運営を通じて、
水質浄化に向けた各方面の取組を促進した。
・地域住民の方に参加いただく水質調査を通して、中海への関心・理解を一層深めてもらうた
めの取り組みを実施した。
・NPO法人等が主催する中海環境保全に関するイベント等に｢みんなで守る中海の自然環境
保全推進事業補助金｣として資金助成を行った。
・海藻刈りによる栄養塩循環システムモデル構築事業を委託により実施した。（島根県との連
携）
・米子湾の流動状況を把握するための調査を実施した。（国土交通省、島根県との連携）

連絡先
　　　生活環境部 水・大気環境課 水環境保全室 電話0857-26-7197

参考URL　　　
鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20225
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

02 アサリが住める中海の浅場環境の保全に関する研究

施策
　１ 事業の目的

　中海の浅場の保全と有効活用を検討することを目的に、アサリの健全育成に必要な
浅場の環境を解明した上で、望ましい浅場環境を持続的に保全するための管理法を
提言する。

　
　２ 事業の内容

　現地調査と実験を実施し、有用種アサリの健全育成に必要な浅場の環境を、特に浅
場域で重要となる生物環境に関して明らかにする。この結果から、アサリが住める浅
場の保全法を生物環境の視点から提言する。

　３ 事業の現状及び課題

　１）事業の現状

○中海の浅場を代表する生物の１つがアサリである。

○ただし、中海のアサリは商品サイズに至らない小型個体がほとんどである。

○生物多様性の高い浅場域では、塩分や貧酸素などの化学環境に加えて、食害を

　はじめとする他生物の影響（生物環境）がアサリの成長や生残に影響する。

○しかし、中海では生物環境がアサリに与える影響が評価されてこなかった。

２）課題

○夏季に繁茂する海藻がアサリの生残に与える影響を評価する。

○この結果を踏まえ、アサリ資源の保全に対する海藻刈りのメリット

　を検証する。

○冬季に飛来するカモ類がアサリの生残に与える影響を評価する。

○以上を踏まえ、アサリが生残できる浅場環境の保全法を検討する。

実績
　　　Ｈ２４年度に実施した現場調査と実験の結果より、以下が明らかになった。
○夏季と冬季で異なる生物環境がアサリの生息密度を低下させる。

○夏季に繁茂する海藻は湖底の貧酸素化を生じ、短期間にアサリを死滅させる。

○冬季に飛来するカモ類は大型のアサリに食害を与える。

○以上の生物環境により、中海のアサリは商品サイズに成長する前に死滅する。

連絡先
　　　生活環境部 衛生環境研究所 水環境対策チーム 電話0858-35-5417

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

03 湖山池水質浄化対策推進

施策
　１ 事業の目的

　湖山池に係る各種水質保全施策を総合的かつ計画的に推進し、湖山池の水質保全
を図る。

　
　２ 事業の内容

　湖山池の水質保全のため、平成３年度以降、下水道の整備等の各種水質保全施策
をとりまとめた「湖山池水質管理計画」を策定し、鳥取市、事業者及び住民等の理解と
協力を得て、各種水質保全施策を総合的かつ計画的に推進している。
　現在まで、平成１３年度に策定した第２期水質管理計画を推進してきたところである
が、水質環境基準の達成には至っていない。
　このような背景のもと、平成２２年度には、鳥取県と鳥取市で｢湖山池会議｣を設置し
て、湖山池の将来の望ましい姿（将来ビジョン）の検討を重ね、平成２４年１月に｢湖山
池将来ビジョン｣を策定した。この将来ビジョンに基づいて、高塩分化による汽水域再
生への取り組みを平成２３年３月にスタートさせたところである。
　今後の更なる水質改善には、行政の取組だけでなく、地域住民の理解と参加が不可
欠となるため、平成２４年度は、地域住民の意見を踏まえた湖山池の将来の望ましい
姿や住民から見てわかりやすく積極的な参加が期待できる新たな指標の検討などを
含め、新たな第３期水質管理計画の策定に取り組んでいる。

　３ 事業の現状及び課題

　・第２期「湖山池水質管理計画」（平成１３～２２年度）の評価と次期第３期計画策定
に向けた取り組み
　・鳥取県、鳥取市の協働設置の｢湖山池会議｣による各種湖山池浄化への取り組み
の推進
　・新たな水質浄化施策の検討など（ウェットランド造成検討など）

実績
　　　平成２４年度実績
・県と鳥取市と協働で策定した将来ビジョンに基づき、汽水湖化の取組をスタートさせた。（平成24年3月
から）それに伴い、以前からの課題となっていたヒシ・アオコの大発生は抑制することができたが、淡水
性の動植物の減少等ほかの課題が生じた。
・各種取組の計画となる「将来ビジョン推進計画（第３期水質管理計画）」を新たに策定し、下水道等の
拡充や湖内の浚渫・覆砂等あらゆる分野での今後１０年間の取組内容・計画を定めた。（正式策定は
H25年5月）
・水門開放により、汽水湖化に取り組んだ。（平成24年3月開始）一方で目標の塩分を超過してしまう課
題も生じた。（目標は2,000～5,000mg/L、H24の最高値は7,500mg/L）
・汽水湖化に伴う湖沼環境変動の追跡のために、水質や動植物のモニタリングを拡充した。さらに有識
者からなる「環境モニタリング委員会」も設置して、湖沼環境全般のモニタリングの強化やその観測結果
の評価に取り組んだ。

連絡先
　　　生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197

参考URL　　　
鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=20225
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

04 湖山池漁場環境回復試験

施策
　１ 事業の目的

　塩分導入による魚類への影響、水質の変化を把握するとともに、重要魚種の資源状
況把握及び水産振興策としてのシジミ増殖策を検討する。

　
　２ 事業の内容

（１）塩分導入影響調査
　○資源変動調査・・・小型定置網などにより魚類相、分布量の変動を把握し、塩分導
入との関係を検討する。
　○環境調査・・・池内の水質（塩分・ＤＯ・水温）を測定し、塩分導入が湖内の環境へ
与える影響を把握する。
（２）ヤマトシジミ増殖試験
　湖内の塩分濃度上昇によりヤマトシジミ資源が創出される可能性が高まったことか
ら、効率的なヤマトシジミ増殖策を検討する。

　３ 事業の現状及び課題

○塩分導入影響調査
　魚類の種類数はこれまで若干増加傾向にあったがH22年、２３年と減少した。水質は
春から秋にかけて底層を中心に貧酸素水域が確認された。
　湖内の塩分濃度が東郷池並になることから、魚介類・水質への影響を把握する必要
がある。また、水質悪化が見られた場合は対応策が必要となる。
○ヤマトシジミ
　池内で稚貝が育っていることが確認されたが、夏期以降に数が減少している。
　漁業が可能となる資源を創出するためのシジミ増殖手法の開発が求められている。

実績
　　　
○塩分導入影響調査
　小型定置網に入網した魚介類の種数は、Ｈ23年に比べて大きな変化はみられなかったが、淡水産の
種が減少し、海産の種（マハゼ、ヒイラギ、スズキ等）が増加した。
○ヤマトシジミ増殖試験
　池内全域の浅場でヤマトシジミの稚貝が確認され、特に秋以降、稚貝の数が急増した。

連絡先
　　　栽培漁業センター生産技術室　電話０８５８－３４－３３２１

参考URL　　　
鳥取県栽培漁業センターのwebサイトより
「栽培漁業センター」
　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154053
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

05 湖山池の環境変化に備えた生物多様性・生態系評価

施策
　１ 事業の目的

現在、湖山池を汽水湖として再生することが決定され、水門開放により近い将来に劇的な環境
変化が予想される。その変化の中で生物多様性や生態系の変遷過程を的確に捉えて評価する
ことで、今後の湖山池の望むべき姿を目指した施策に役立つ科学的知見を提供する。

　
　２ 事業の内容

　現地実態調査・資料調査等から、湖山池の生物多様性・生態系評価手法を検討する。併せ
て、水門開放による湖山池の生物多様性や生態系の変遷について評価する。

　３ 事業の現状及び課題

　湖山池では環境基準未達成の状況が継続するとともに、近年、ヒシの大繁茂、アオコの発生、
カビ臭の発生等の問題が起こっている。これを受けて県と鳥取市は「湖山池将来ビジョン」を策
定し、湖山池を汽水湖として再生させることを決定した。湖内の塩分濃度は東郷池並に管理さ
れることとなったが、水門開放後に実際に湖で起こる現象をシミュレーションですべて予測するこ
とは不可能であり、モニタリングを行い、検証する必要がある。

実績
　　　
湖山池と日本海を繋ぐ湖山川に設置された水門を開放し、湖内の塩分が上昇した。海水の流入によっ
て、水深が深い北部を中心には塩分躍層が発達し、夏から秋にかけて底層の高塩分域では貧酸素状
態を観測した。塩分上昇に伴い、昨年まで大繁茂していたヒシは衰退し、夏場のヒシ帯で生じていた浅
場の貧酸素状態は解消した。また、アオコやカビ臭の原因プランクトンも消滅し、悪臭等の劣悪な環境
に改善が見られた。
その一方で、高塩分化の影響により、他の淡水動植物の生育にも影響を与えていた。

連絡先
　　　生活環境部 衛生環境研究所 水環境対策チーム 電話0858-35-5417

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

06 地域自立活性化交付金事業（湖山池）

施策
　１ 事業の目的

　湖山池護岸に親水護岸を整備し、水辺に近づくことのできる親しみやすい湖山池を
目指すとともに、底泥土の浚渫し景観改善や水質浄化を図り、良好な水辺空間の確保
と保全に取り組む。

　
　２ 事業の内容

親水護岸

　１　護岸工整備
　　　　浅場造成を実施し水質浄化及び生態系に配慮した環境の創出を創出する。
　２　浚渫　
　　　　湖山池に堆積している底泥土を浚渫し、汚濁負荷の低減を図る。

　３ 事業の現状及び課題

　湖山池周辺のコンクリート護岸が老朽化し一部崩落などが見られ、特に冬期の季節
風による波しぶきが背後住家へ飛散する問題も発生していた。
　また、近年流域の宅地化等により、水質や水辺の景観が悪化している状況であっ
た。
　このため、平成２０年度から景観改善・水質浄化対策として護岸整備を進めている。

実績
　　　水質浄化及び生態系に配慮した環境の創出として浅場造成（L=540m）、浚渫
（V=4000m3）を実施。

連絡先
　　　県土整備部河川課　企画担当　電話0857-26-7374

参考URL　　　
鳥取県県土整備部河川課のwebサイトより
　「河川課」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=28143
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

07 東郷池水質浄化対策推進

施策
　１ 事業の目的

　東郷池に係る各種水質保全施策を総合的かつ計画的に推進し、東郷池の水質保全を図る。
　
　２ 事業の内容

　東郷池の水質保全を図るため、従来から下水道、農業集落排水施設の整備などの種々の対
策を講じ、東郷池への汚濁負荷削減を図ってきた。
　平成１８年度に、湖内直接浄化対策や農地からの流入汚濁抑制対策等の各種水質保全施策
をとりまとめた「東郷池水質管理計画」を策定し、湯梨浜町、事業者及び住民等の理解と協力を
得て、各種水質保全施策を総合的かつ計画的に推進している。
　しかしながら、水質環境基準の達成には至っておらず、水質管理計画に基づき、引き続き各種
水質保全施策を推進する必要があり、これらの取り組みを推し進めるために平成２３年度には、
｢東郷池の環境改善に向けたアクションプログラム｣を見直し策定した。

　３ 事業の現状及び課題

・第１期「東郷池水質管理計画」（平成１８～２７年度）の推進
・「東郷池の環境改善に向けたアクションプログラム（第２期）」（平成２３年度策定）の普及・啓発
・環境にやさしい農業推進に関する普及・啓発の取り組み

実績
　　　
平成２４年度実績
　平成23年度に策定した地域住民等が取り組む水質浄化活動や行政が取り組む施策を具体的に盛り
込んだ行動計画である「東郷池アクションプログラム」を推進すると共に、環境にやさしい農業に積極的
に取り組んでいる地域について、町や地元ケーブルテレビ、地元住民の方等に協力いただき、番組を作
成し普及啓発に努めた。また、多くの方に東郷池について関心を持っていただくため、「愛らぶ東郷池」
という環境イベントを夏、冬と２回開催した。

連絡先
　　　生活環境部 水・大気環境課 水質担当 電話0857-26-7197

参考URL　　　
鳥取県水・大気環境課のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=2022
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

08 ラムサール条約推進事業

施策
　１ 事業の目的

　我が国最大の汽水域である中海・宍道湖は、淡水化事業の中止後、ラムサール条約湿地に
登録（H17.11.8）された。平成22年は、国際生物多様性年であるとともに、ラムサール条約湿地
登録５周年を迎える年である。また、両県知事が中海を両県共有の貴重な財産として、次代に
引き継ぐ協定を締結したスタートの年であった。　
　本事業は、関係自治体・ＮＰＯ・地域住民等が参加し、条約の趣旨である「環境保全」や「賢明
な利用（ワイズユース）」の「しくみづくり」について、交流・学習・普及啓発に取り組むことにより、
意識のさらなる高揚を図り、豊かな恵みを次世代へ引き継ぐことを目的とする。

　
　２ 事業の内容

（１）こどもラムサール全国湿地交流会
○概要
・平成１９年度に中海・宍道湖で「全国大会」を実施し、平成２２年度は「ラムサール条約５周年記
念事業」を鳥取・島根で連携して実施し、平成２３年度は全国の湿地（谷津干潟、琵琶湖、豊岡）
⇒「コウノトリの飛行ルート」からこどもたちを招聘し、中海・宍道湖のこどもたちと交流を実施。
・交流を単発で終わらせないため、次世代を担うリーダー育成を目的として、平成２３年度の招
聘湿地へ中海・宍道湖のこどもたちを派遣し、交流を図る。

派遣先 内　　　　容 派遣人数

豊岡(コウノトリの

郷)

(H24.6条約登録

予定)

平成24年10月６日

(土)

～７日(日)

バス移動・ジオパー

ク

４０名程度

(ゴビウス１５名、米子水鳥公園２０名、

指導者等５名)

谷津干潟

(都会の自然体験)

平成24年９月15(土)

～17日(日)

飛行機移動

こども６名程度

大人３～４名程度

※こどもの対象者は、湿地に関する活動を実践する小学校中学年から高学年程度の児童

（２）ラムサール条約リレーシンポジウム
○宍道湖でのシジミの減や中海でのサルボウの復活など宍道湖・中海の水産資源をめぐる話
題、動きを踏まえ、Ｈ２４は両湖の「恵み」をキーワードにリレーシンポを設定する。
○テーマの候補：「中海・宍道湖の生態系と水産資源」
水産資源の現況の説明や実際に両湖の恵みを食する機会を提供することで、湿地生態系の維
持と賢明な利用を考える。
こどもたちを中心とするシンポ設定も検討する。
○鳥取県は、マンガ王国をＰＲするよう「コハクチヨウ、ガン、カモ、アサリ、サルボウ等」の生物
のイラスト作成するプログラムも取り入れる。
　※国際マンガ博　8／4～11／25、国際マンガ博(西部会場)
　※マンガサミット11／7～11／11、国際マンガ博(西部会場)に併せて実施するよう調整
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（３）中海・宍道湖一斉清掃
○ Ｈ１８年度から、両県関係自治体が連携実施
○ Ｈ２４年度は米子市(湊山親水護岸)をメイン会場に、両県合同の開始式を行う
　 （Ｈ１８：松江市、Ｈ１９：米子市、Ｈ２０：安来市、Ｈ２１：境港市、Ｈ２２：東出雲町、Ｈ２３：松江
市）

　３ 事業の現状及び課題

（１）ラムサール条約湿地への登録
　鳥取県と島根県にまたがる中海は、平成１７年１１月に国際的に重要な湿地としてラムサール
条約に登録され、その趣旨である「自然環境の保全」と「賢明な利用（ワイズユース）」を推進して
いくことが、求められている。
　※2010年2月2日現在、締約国159ヶ国、登録湿地数1,886ヶ所、日本国内は37箇所。
　◎中海の賢明な利用とは　
「中海」の生態系がもつ特徴をこわさない方法で、「中海」の与えてくれる恵みを将来の世代に引
き継ぐよう持続的に活用してくことであり、漁業資源の利用、スポーツ利用、観光利用、周辺農
地の利用、環境教育の場としての利用等を含む。

（２）中海における現状や課題
　○中海は、堤防開削、自然再生、漁業、治水など、様々な分野で問題を抱えており、水質改善
だけでなく、全体的な問題を認識しつつ、それぞれの問題に対して地域住民や関係機関との協
働により対処することが必要。
　○平成２２年４月２２日、中海会議が設置され、２省２県４市町（国(国土交通省、農林水産省)、
県(島根県、鳥取県)、市町(米子市、境港市、松江市、安来市、東出雲町)が構成員となり、（1）堤
防、護岸整備、（2）水質及び流動、（3）農地の排水不良、（4）利活用　等を協議していくことと
なった。
　○平成２１年度末、第５期湖沼水質保全計画の策定し、長期ビジョン（およそ25年後の中海の
望ましい将来像）については、個々の数値で表現するのではなく、水中から水辺にいたるまでの
理想的な姿や周辺の景観などとのマッチングなど、トータルな姿として設定したところ。
　○中海会議の設置により、これまでのＮＰＯ団体などを中心とした粘り強い取り組みの継続や
アマモ造成等事業への新たな支援により、中海において行動を起こす気運は、高まりつつある。

実績
　　　
（１）こどもラムサール全国湿地交流会　
　平成１９年度に中海・宍道湖で「全国大会」を実施し、平成２２年度は
ラムサール条約５周年記念事業として「北東アジアこども交流」を実施し
韓国のこどもたちと交流、平成２３年度は「こどもラムサール全国湿地交
流会」を鳥取・島根で連携して実施した。
　交流を継続させるため、平成２４年度は、谷津干潟及び豊岡へ派遣し、
交流会を実施した。

開催月日 場　　所 参加者（人数） 内容  等

平成24年
9月15,16日
（土・日）

習志野市谷津
干潟自然観察
センター

計２３名（スタッフ除
く）
・中海３名
・宍道湖３名

活動発表、淡水池のオオアカウ
キクサ除去体験、谷津干潟体験
活動（ゴミ拾い、生き物観察
等）、ハンカチメッセージ作成
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・谷津干潟１７名 など

平成24年
10月6,7日
（土・日）

豊岡市内（コ
ウノトリの郷
公園、円山川
下流域・周辺
水田）

計５５名（スタッフ除
く）
・中海１８名
・宍道湖１０名
・豊岡２０名
・三方五湖７名

活動発表、コウノトリの郷見
学、ハチゴロウの戸島湿地見
学、湿地クイズ、田結湿地散策
など

（２）ラムサール条約リレーシンポジウム

開催月日 場　　所 テーマ 講師及び内容  等

【鳥取県】
7月27日
（金）

八雲立つ風土記
の丘、ゴビウ
ス、グリーン
パーク
（24名）

楽しく学ぼう！
～宍道湖・中海
のつながり、歴
史、恵みを感じ
る～

風土記の丘－宍道湖自然館グリーン
パーク
・ゴビウス
・風土記の丘本間所長によるミニ講演
「古代の暮らしと宍道湖・中海」
・ゴビウス佐々木氏によるミニ講演
「宍道湖と中海の今と昔」
・各施設見学

【島根県】
9月29日
（土）

宍道湖畔
（21名）

魚つり、ゴミ拾
い等

・宍道湖畔の清掃活動
・はぜ釣り
・はぜのさばき方の説明

【島根県】
11月17日
（土）

ホシザキ野生生
物研究所
（33名）

魚と人をつなぎ
なおす

・上田勝彦氏によるスズキの調理方法
の説明とレシピの紹介など

【鳥取県】
11月18日
（日）

米子水鳥公園
（36名）

まんが・イラス
ト教室

・マンガ家　富士鷹なすび氏による鳥
のイラスト教室

【島根・鳥
取】
12月15日
（土）

境港シンフォ
ニーガーデン
（約300名）

両県合同シンポ
ジウム
「ギョギョっ
と、びっくり、
さかなクン！中
海・宍道湖のお
魚たちととも
に～！！」

・ゴビウスKODOMO探偵団、米子水鳥公
園ラム

サールクラブ・ジュニアレンジャー
の活動報告
・さかなクンによる中海・宍道湖の生
きもの紹介

（３）中海・宍道湖一斉清掃 
 ６月の環境月間にあわせ、ラムサール条約の趣旨である「環境の保全」と
「賢明な利用（ワイズユース）」に対する地域住民の意識高揚等を図るため、
鳥取・島根両県及び関係自治体、地域住民との協働により、６月１０日（日）
に実施した中海・宍道湖沿岸の一斉清掃の実施結果は、参加者7,224名、ゴミ
17.24トンを回収した。
（開始式　Ｈ１８：松江市、Ｈ１９：米子市、Ｈ２０：安来市、Ｈ２１：境港市、
Ｈ２２：東出雲町、Ｈ２３：松江市、Ｈ２４：米子市）

連絡先
　　　生活環境部 水・大気環境課 水環境保全室 電話0857-26-7870，7197

参考URL　　　
鳥取県生活環境部のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=45826
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-1 三大湖沼の浄化と利活用の推進

09 湖沼汚濁機構解明に資する新モニタリング手法（リモートセンシング）の開
発

施策
　１ 事業の目的

県内湖沼における広域的な（全湖レベルでの）汚濁状況を把握できる衛星モニタリング
手法を開発し、汚濁源の特定や各種対策に応用する。

　
　２ 事業の内容

衛星画像の処理技術を使用して現地データとの補正を行い、従来の現地調査では得
られなかった面的、広域的なプランクトンや水生植物の発生状況　を全湖レベルで可
視化する。

　３ 事業の現状及び課題

植物プランクトンの異常発生やヒシの分布域拡大は湖沼問題であるが、これらの広域
的な発生状況（発生源・ホットスポット等）が把握できておらず、このことが対策の遅れ
の一因となっているのが現状である。

実績
　　　
平成２４年度は湖山池を対象に事業を展開した。

１）リモートセンシングを行うために必要な分光学的特徴（湖面の（太陽）光の反射率）を調べたところ、
植物プランクトンの量を示す指標値であるクロロフィルa量を精度よく推定可能な反射率比を見出した。

２）上記１）については学術的成果として、論文誌に掲載された。

連絡先
　　　生活環境部 衛生環境研究所 水環境対策チーム 電話0858-35-5417

参考URL　　　
鳥取県衛生環境研究所のwebサイトより
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=3565
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

01 鳥獣被害総合対策事業

施策
　１ 事業の目的

　野生鳥獣による農林産物等への被害を軽減させるため、
　（1）侵入を防ぐ対策
　（2）個体数を減らす対策
　（3）周辺環境を改善する対策
　を総合的に支援する。

　
　２ 事業の内容

（１）侵入を防ぐ対策
　　侵入防止柵などの設置を支援
（２）個体数を減らす対策
　　捕獲奨励金の交付、捕獲班員の育成等を支援
（３）周辺環境を改善する対策
　　農地と山林の間に野生鳥獣が接近しにくい明るい環境（緩衝帯）の設置、放任果樹
のもぎ取り等を支援

　３ 事業の現状及び課題

（１）イノシシ・ヌートリア・カラス等の野生鳥獣による農林産物等のH23年度被害額は、
67百万円で前年度比の34％に減少。
　　ア　イノシシ被害は、侵入防止柵の設置等、対策の進んだ圃場での被害の減少に
加え、里部への出没が少なかったため新たな被害の発生が少なかったとみられる。
　　イ　増加傾向にあったシカ被害は、八頭地区で林業被害とナシ葉の食害が発生し
たが、前年の14％と減少。しかし、生息域は拡大しているとみられ引き続き警戒が必
要。
（２）ヌートリア・アライグマ（外来生物）については、生態系等への影響があり、根絶を
目指した対策が必要とされている。
（３）有害鳥獣の担い手となっている狩猟者が減少・高齢化しつつあり、新しい捕獲体
制の整備が必要となっている。
（４）野生鳥獣による農林産物等への被害は、営農意欲の減退や中山間地域における
定住意欲の低下にもつながる深刻な問題である。
（５）「人と野生動物との棲み分けによる共存」を目指した対策が必要であり、各地域に
対策技術の指導・助言・実行できる人材の育成が重要である。

実績
　　　平成24年度実績
　
　野生鳥獣による農作物等への被害額は、平成２０年度から増加傾向にあったが、平成２３
年度以降は減少し、平成２４年度は７２百万円とほぼ前年並みに推移した。
　イノシシ被害は県下全域で発生し、侵入防止柵を設置したほ場では少なかったものの、全
体的には被害が拡大し、被害額が４４百万円と前年より増加した。有害捕獲数も多く、前年よ
り約３割増加した。
　シカ被害は八頭地区における林業被害が多く、前年より増加した。有害捕獲数も東部・中部
地区で前年より多く、生息が拡大しているとみられ全県的な取組が必要となっている。
　これらの被害発生地域で有効な被害対策を進めるため、侵入防止柵の整備、捕獲用具・施
設の整備、有害鳥獣捕獲、捕獲奨励金等に要する経費に対して助成するとともに、被害防止
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技術の普及や人材育成を行った。
　
１　農林産物被害額
　（年度） 　　　（被害額）　　　 （対前年比）
　 　H19　　　　　95百万円　　　 　　―
　 　H20　　　　129百万円　　　　　136％
　 　H21　　　　137百万円　　　　　106％
　 　H22     　 196百万円　　　　　143％
　 　H23　　　　　67百万円　　　　　 34％
   　H24       　 72百万円　　　　 103％
  
２　鳥獣被害総合対策事業　（補助金：109，075千円）
（１）侵入を防ぐ対策
侵入防止柵・侵入防止装置等の設置を支援（延べ311kmの柵設置）
（２）個体数を減らす対策
有害鳥獣の捕獲、捕獲用具・施設の設置、捕獲奨励金の交付、捕獲班員の育成等を支援
（有害捕獲（捕獲奨励金対象）：6,542頭）
（３）周辺環境を改善する対策
農地と山林の間への緩衝帯（獣類が接近しにくい明るい環境）の設置を支援　

連絡先
　　　農林水産部 鳥獣対策センター 電話0858-72-3820

参考URL　　　
鳥取県 鳥獣対策センターのwebサイトより
　　「農作物の鳥獣被害対策に関すること」
　　http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=35035
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

02 特定鳥獣保護管理事業

施策
　１ 事業の目的

　個体数が増加して農林業被害や生態系被害が増加しているイノシシ・ニホンジカ・カ
ワウ等及び個体数が減少して絶滅のおそれが危惧されるツキノワグマ等について、
「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第７条に基づく特定鳥獣保護管理計画
の策定・検討、計画実行並びに科学的調査に基づく検証を行い、被害軽減、保護等を
推進する。

　
　２ 事業の内容

本年度は、昨年度人身被害が発生したツキノワグマについては、保護管理計画を前倒しで見直
しを行うほか、捕獲者養成を充実させ農林業被害や生態系被害防止に努める。
（１）保護管理計画検証のための検討会の開催等
　　生息状況等調査（継続）を実施し、その調査結果に基づき保護管理検討会を開催し計画を検
証する。
（２）生息状況調査の実施
　　生息情報、被害情報の整理及び行動分析を専門機関に委託等して実施する。
（３）カワウ生息実態調査の実施
　　県内のカワウの生息数を調査し、各種対策の基礎資料とするほか、保護管理計画策定の是
非を検討していく。
（４）捕獲者の養成
　　イノシシ、ニホンジカ等の個体数調整等を担う狩猟免許者の確保対策を実施。
　　※特に狩猟免許を取得のための講習会等を開催する。
（５）ツキノワグマ対策の推進
　ア　ツキノワグマ追跡調査員（非常勤職員）を配置し、学習放獣の効果確認のため、電波発信
器による行動把握を行う。
　イ　錯誤捕獲及び学習放獣を前提とした捕獲個体に人等への嫌悪感を与える学習放獣を実
施する。
　ウ　遭遇回避対策として、以下の事業を引き続き実施する。
　　（ア）遭遇回避総合対策事業　　　
　　　　クマ対策学習会開催、追い払い体制整備等、住民の安全・安心を確保するための補助を
実施
　　（イ）ツキノワグマ追い払い犬実証事業
　　　　人家近くに出没するクマに対し、イヌを用いた追い払い等を行い、その有効性を実証する
（H21～H23）
　　（ウ）堅果類豊凶実態把握事業（H23～）
　　　　ツキノワグマの秋のエサであるブナ科堅果類の結実状況を把握して、出没予想をたてる
とともに、早期に出没対策を行う。

　３ 事業の現状及び課題

（１）イノシシ・ニホンジカ
　○イノシシによる農林作物被害を減少させるためには、物理的な被害防止対策を行うとともに
イノシシを捕獲し、個体数を減少させることが必要。
　○ニホンジカについても個体数の増加が予想され、国定公園氷ノ山内での希少植物（サンカヨ
ウ）などに食害が発生するなどしている。このため当面の対策として、氷ノ山の中でもシカ食害
が顕著である自然探勝路周辺の被害軽減を図るため、電気柵の設置によりサンカヨウ群落を保
全し、くくりわな設置によりシカを捕獲する。
　　また、平成23年度に氷ノ山後山那岐山国定公園全体の状況を把握するための調査を実施
する。この調査結果に基づき、平成24年度には生態系維持回復事業計画策定作業に着手し、
平成26年度以降に生態系維持回復事業による抜本対策を推進する予定。
　　　・当面の対策　電気柵設置・くくりワナ設置
　　　・抜本対策のための調査　植生被害状況・シカ生息状況調査
　○しかしながら、野生鳥獣を捕獲することができる狩猟者数は昭和55年の約４割に減少し、６
０歳以上が６６％と高齢化が著しく捕獲の担い手が不足状況。
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（２）ツキノワグマ
　○県東部中心に生息する中国地域のツキノワグマの生息数は、氷ノ山山系を中心に２００頭
前後と推定され、「絶滅のおそれのある地域個体群」に指定されており、鳥獣保護法に基づく特
定鳥獣保護管理計画を策定しツキノワグマの保護を図ることとしている。
　○しかしながら、昨年は人身被害が発生するなど個体数の増加も予想されることから、個体数
把握などの検証を行った上で、平成23年度の早い時期に保護管理計画の見直しに着手したい。
　　
（３）カワウ
　○近年、内水面漁業関係者から被害対策の要望が寄せられ、環境への影響も懸念される。ま
た、県内で新たな繁殖地も確認された。
　○このため現在、広域での連携した対策を行う動きがある。
　○対策を行う上でも基礎となる県内での生息実態を把握していくことが必要となっている。

実績
　　　・イノシシ、ニホンジカ及びツキノワグマ生息状況調査や、保護管理計画検討のための
モニタリング資料とした。
特に、ツキノワグマの大量出没に伴い、県内でのツキノワグマの生息状況を明らかにするた
め、調査を拡充した。
【ツキノワグマ】
・捕獲個体の学習放獣を実施した。（１７頭）
・ツキノワグマ追跡調査員（非常勤職員３名）を配置し、放獣個体の監視を強化。

【イノシシ】
・イノシシの生息動向を把握するため、捕獲した個体の頭骨から齢査定を行うイノシシ捕獲個
体調査を行った。

【ニホンジカ】
生息状況調査として糞塊密度調査や狩猟カレンダーによる生息密度のモニタリングを実施

【カワウ】
・保護管理計画策定を検討するための生息状況調査を実施
【捕獲者確保対策】
・捕獲者養成講習会を開催（鳥取県猟友会委託事業）
狩猟者養成講習会：県東中西部で計４回開催し、狩猟免許試験受験者の資質向上を図っ
た。
捕獲安全講習会：県下１０カ所で開催し、狩猟者の捕獲技術向上を図った。
若手銃猟者を確保するための現地研修会を実施

連絡先
　　　生活環境部 緑豊かな自然課 電話0857-26-7872

参考URL　　　
　鳥取県公園自然課のwebサイトより
　「野生動植物」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95703
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

03 鳥獣保護及び適正狩猟推進事業

施策
　１ 事業の目的

　「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」に基づき、野生鳥獣の保護繁殖を図
るとともに、適正な狩猟を推進する。

　
　２ 事業の内容

（１）狩猟免許試験及び狩猟免許更新講習会を実施する。
（２）狩猟者登録事務の実施。
（３）野生鳥獣の保護及び適正狩猟を推進するため、必要な措置を行う。
（４）鳥獣保護のため、鳥獣保護区、特定猟具使用禁止区域等を指定し、設置した標識
の管理を行う。

　３ 事業の現状及び課題

　野生鳥獣と人間社会との軋轢や希少野生動物保護の問題を背景に、種の保護管理
の一端を担う捕獲者の養成を図る観点からも、狩猟制度の管理・運営を行う必要性は
高い。
　しかしながら、狩猟者の減少・高齢化が顕著であり、狩猟者確保が喫緊の課題となっ
ている。

実績
　　　・第１１次鳥獣保護計画にのっとり、狩猟登録事務、規制区域の管理など野生鳥獣の保
護、狩猟の適正化に関する事業を実施した。
・狩猟免許試験を県内各地で４回実施し、１１０人が受験して新たに１０２人が狩猟免許を取
得した。（網猟１人、わな猟７１人、第一種銃猟１７人、第二種銃猟１人）
・設定期間が満了した鳥獣保護区５カ所の１０年間の設定期間更新を行った。（扇ノ山、氷ノ
山、沢川、布勢桂見、芦津）
・特定猟具（銃器）使用禁止区域を１４カ所設定した。（【更新】日光池、三朝、三本松、由良川
右岸砂丘地区、三部野、東伯、小鴨川、福塚、笠木、阿毘縁、清水原【新設】谷、津原、渡町２
区３区４区）

連絡先
　　　生活環境部 緑豊かな自然課 電話0857-26-7872

参考URL　　　
鳥取県公園自然課のwebサイトより
　「野生動植物」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95703
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

04 野生動物ふれあい推進事業

施策
　１ 事業の目的

「鳥獣の保護を図るための事業を実施するための基本的な指針」（H23環境省告示）及び「第１１
次鳥獣保護事業計画」に基づき、傷病鳥獣の救護等の各種事業を実施する。

　
　２ 事業の内容

（１）傷病鳥獣の救護
　　負傷、衰弱、幼少等の原因で収容された野生鳥獣の自然界への復帰を目指して、動物病院
等に治療を委託する。
（２）愛鳥モデル校の指定・育成
　野鳥保護教育の取組が盛んな小中学校を愛鳥モデル校に指定し、授業等で野鳥の巣箱や愛
鳥週間ポスターの作成、野鳥観察会、野鳥学習会等を行うのに要する経費を助成する。
（３）愛鳥ポスター・巣箱コンクールの開催
　鳥獣愛護の精神涵養に資するため、愛鳥週間用ポスター原画募集の全国コンクールに併せ
て、県主催の図案コンクールや、野鳥の巣箱コンクールを実施する。
（４）鳥獣生息状況等の調査
　鳥獣保護区等での鳥獣生息状況、渡り鳥の渡来状況、オシドリ及び猛禽類の生息状況等を把
握するため、委託により調査を実施する。

　３ 事業の現状及び課題

○傷病鳥獣の救護を行うことにより、絶滅危惧種等を含む鳥獣の野生復帰を図り、種の保全
や、環境のモニタリングに資することができるが、救護期間の長期化や救護経費の増加に対応
するため、今年度より救護対象鳥獣の限定と、治療期間の基準を明確化する。
○愛鳥活動をとおして、子供たちの自然環境保全意識の普及と愛鳥思想の高揚を図るととも
に、コンクール開催を広く世間に広報し、県民の野生鳥類に対する保護思想の普及を図る。
　このため、愛鳥モデル校の指定は重要であり、今後も指定校増への取組を継続する。○傷病
鳥獣の救護を行うことにより、絶滅危惧種等を含む鳥獣の野生復帰を図り、種の保全や、環境
のモニタリングに資することができるが、救護期間の長期化や救護経費の増加に対応するた
め、今年度より救護対象鳥獣の限定と、治療期間の基準を明確化する。
○愛鳥活動をとおして、子供たちの自然環境保全意識の普及と愛鳥思想の高揚を図るととも
に、コンクール開催を広く世間に広報し、県民の野生鳥類に対する保護思想の普及を図る。
　このため、愛鳥モデル校の指定は重要であり、今後も指定校増への取組を継続する。

実績
　　　・愛鳥週間ポスターコンクールの実施２５４点（小学生の部１７４点、中学生の部４１点、
高校生の部６６点）、うち１点は、平成２５年度愛鳥週間用ポスター原画コンクール（（財）日本
鳥類保護連盟主催）に入賞
・野生動物のすみかコンクール（旧巣箱コンクール）の実施（応募２６１名（小学校１０３名、中
学校１５８名））
・愛鳥モデル校（小学校１３校、中学校３校）へ愛鳥活動経費に対する支援を行った。
・傷病野生鳥獣１０３個体（鳥類９１羽、獣類１２頭）の救護対策を行った。
・各種野生鳥獣の生息状況についての調査を行った。（鳥獣保護区内の状況、ガンカモ類の
渡来状況、県鳥オシドリの生息状況）

連絡先
　　　生活環境部　緑豊かな自然課 電話0857-26-7872

参考URL　　　
鳥取県公園自然課のwebサイトより
「平成２５年度愛鳥週間ポスターの入賞者」
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http://www.pref.tottori.lg.jp/100994.htm
「愛鳥モデル校」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=97063
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

05 内水面資源生態調査

施策
　１ 事業の目的

○河川の重要魚種であるアユの資源状況を把握し、アユ資源回復プランの効果を検

証するとともに、不漁の原因究明および対策を検討する

○遺伝的多様性に配慮した放流に頼らない増殖手法を推進するため、漁協等と協働

で渓流魚の人工産卵場を造成し、産卵効果を検証する

○ミトコンドリアDNA分析による在来個体群の生息域推定を行い、在来魚保全ゾーンと

しての活用や、人工産卵場造成推進のためのデータとする

　
　２ 事業の内容

（１）天神川、日野川および千代川におけるアユ資源生態調査および不漁原因解明調

査

（２）渓流魚の人工産卵場造成、在来個体群推定生息域に生息する渓流魚のミトコンド

リアDNA分析

　３ 事業の現状及び課題

○アユについては、「資源回復プラン」に基づき施策等が実施されているが不漁が継

続。不漁原因を明らかにする必要がある

○渓流魚については、「生態系に配慮した増殖指針」（H22年水産庁）が示されており、

本県でも本指針を推進していくため、効果を検証していく必要がある

イワナ属

実績
　　　
１　アユ
　天然アユの資源量を把握した。
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　付着藻類の減少が確認されているが、引き続き調査を継続し、原因を特定する必要
がある。

２　渓流魚調査
（１）在来個体郡の生息域推定
　千代川、天神川、日野川の各水系のうち、堰堤や滝などの上流部の一部に、イワナ
の在来個体郡が生息しているものと推定され、これらの一部を輪番禁漁の候補地とし
て漁協に対して提案した。千代川ではイワナ保護区が設定された。
（２）人工産卵場造成試験
　千代川、天神川、日野川の各水系で漁協や遊漁者とともに人工産卵場を造成し、造
成効果を検証した。このうち、千代川、天神川の各支流に造成した人工産卵場では、
イワナの産着卵が確認され、発眼率は人工産卵場の方が自然の産卵場よりも高かっ
た。

３　河内川ヤマトシジミ調査
　河内川におけるヤマトシジミの分布域を把握するとともに、資源量を推定した。

連絡先
　　　栽培漁業センター生産技術室　電話０８５８－３４－３３２１

参考URL　　　
鳥取県栽培漁業センターのwebサイトより
「栽培漁業センター」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=154053
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

06 大山オオタカの森保全事業

施策
　１ 事業の目的

　鳥取県立大山オオタカの森の保全に関する条例に基づき、県民との協働により豊か
な自然環境を貴重な財産として将来に継承することを目的として、森林整備を実施して
オオタカの営巣に適する環境を作る。

　
　２ 事業の内容

（１）営巣環境の整備
　ア　マツクイムシ被害拡大防止のため森内の被害木を駆除
　イ　観察路、道路脇の危険木の伐倒

（２）下草刈り等の管理
　ア　観察路等の草刈
　イ標識・看板等の点検清掃

　３ 事業の現状及び課題

　平成１３年に県が土地を取得後、条例の設置、観察路等の整備を行い、平成１８年
から計画的にオオタカの営巣環境に適した森林整備を継続実施している。
　自然保護意識の啓発の場等としてのPRも重要となるが、オオタカの生息に配慮しな
い多人数の利用は禁物で、保護と利用のバランス調整が難しい。

実績
　　　平成２５年３月７日に「大山オオタカの森協議会」を開催。
今後のオオタカの森の管理運営等について協議。

連絡先
　　　西部総合事務所 生活環境局 生活安全課
動物・自然公園係 電話0859-31-9320

参考URL　　　
鳥取県西部総合事務所生活環境局のwebサイトより

http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=6128
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

07 外来種防除事業

施策
　１ 事業の目的

　外来生物法などに基づき、鳥取県外来種検討委員会で、外来種への生息・生育、被
害の現状及び防除方法等を検討し明らかにするとともに、効果的な防除方法の開発・
実証、県民との協同により防除の推進を図る。

　
　２ 事業の内容

（１）検討委員会による外来種の防除に係る検討
　　生息・生育状況等の把握、防除方法の検討を行うため、学識経験者等による検討
委員会を設置する。
（２）生物多様性保全重点水域の設定
　 湖沼・河川等で自然環境の希少性等を考慮して、当該地の環境保全を目的とした水
域を設定し、下記の取り組みを行う。（鳥取市多鯰ヶ池など）
　　ア　委託により生物現況調査を行い、外来魚が及ぼす影響を把握する。
　　イ　電気ショッカーを利用した外来魚の駆除を実施する、
（３）外来生物捕獲技術講習会
　 狩猟者の養成講習や捕獲を行うための講習に併せて、外来生物防除の講習会を併
せて実施する。

　３ 事業の現状及び課題

（１）外来種による在来種の捕食（ブラックバス等）、生態系の破壊、農林水産業、人の
生命等への影響が深刻化しつつある。
（２）本県では、平成１８外来生物実態調査の結果から、特定外来生物５種（ヌートリ
ア、アライグマ、ブラックバス、ブルーギル、オオキンケイギク）について重点的対策に
取り組むこととした。
（３）農林水産業被害の防止に向けて、農林水産部と連携したヌートリア、アライグマの
防除推進
　　※防除実施計画に基づく取組
（４）ため池における外来魚防除の試行的実施
　　※電気ショッカーによるブッラクバスの駆除実験を本年度も継続実施する。

実績
　　　・市町村防除実施計画に係る捕獲従事者養成のための講習会において、法令講習を実
施した。（湯梨浜町、大山町、北栄町）
・防除実施計画策定に基づき、狩猟免許を持たない駆除従事者によるヌートリア、アライグマ
の捕獲を促進（ヌートリア７５０頭、アライグマ１６頭）
・道路管理者、自然保護ボランティアとの協働による、オオキンケイギクの刈り払い作業の取
組（平成２４年６月１１日　北栄町国道９号沿線ほか４地域）
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刈り払い作業全景 　

刈り払い作業アップ

・鳥取市内の農業用ため池で、池干しによる外来魚駆除を実施

ため池底樋　操作状況 　 捕獲個体　選別作業

連絡先
　　　生活環境部 緑豊かな自然課 電話0857-26-7872

参考URL　　　
　鳥取県公園自然課のwebサイトより
　「野生動植物」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95703
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

08 希少野生動植物保護対策事業

施策
　１ 事業の目的

　鳥取県希少野生動植物の保護に関する条例に基づき、希少野生動植物の保護管理
及び自然生態系の保全・再生を県民との協働により実施する。

　
　２ 事業の内容

（１）「希少野生動植物」、「特定希少野生動植物」の指定見直し
　　平成２１～２２年度にかけて行ったＲＤＢ改訂作業でとりまとめられた「新レッドリス
ト」を基に、条例に基づく希少種等の種の指定を見直す検討会を開催する。
（２）特定希少野生動植物４１種について各保護管理計画に基づき、保護管理事業を
実施する。

区分 内容 備考

保護型（２８
種）

モニタリン

グ調査

人による積極的な管理を必要としないが、生育（繁殖）状況の

把握のためモニタリング調査が必要な種。（スギラン、タキミシ

ダ、エゾカワラナデシコ等）

 管理型（１
３種）

保護管理団
体による保
護管理事業

生育地周辺の草刈など、人による積極的な管理が必要な種。

（コアジサシ、オオエゾデンダ、オキナグサ等）

（３）生物多様性ＧＩＳシステムの保守管理
　　・システム運用サポート
　　・簡易解析、データの追加保守

　３ 事業の現状及び課題

　特定希少野生動植物の保護や保全に資するため、生息状況のモニタリングや生息
地の管理（草刈等）を実施する保護団体数の増加に向けた団体の掘り起こしを行って
きた。
　しかしながら、保護団体数が伸び悩んでおり、Ｈ２２年度から実施しているＲＤＢ（レッ
ドデータブック）改訂作業を踏まえて、新たな希少野生動植物の保護管理団体の掘り
起こしに努める必要がある。

実績
　　　・鳥取県希少野生動植物保護管理事業補助金（８団体）を交付し、保護管理事業を実施
した。

連絡先
　　　生活環境部　緑豊かな自然課 電話0857-26-7872

参考URL　　　
鳥取県公園自然課のwebサイトより
「希少野生動植物の保護」
http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=95767
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平成２４年度

  ５ 自然がもたらす恩恵を持続的に享受できる健全な自然生態系の確保
  5-2 生物多様性・健全な自然生態系の保全

09 里地里山環境再生総合対策事業（集落型里山林整備モデル事業）

施策
　１ 事業の目的

放置され荒廃した里山の公益的機能や景観を向上させるため、集落等が主体となって
取組を行い、里山林の環境整備を図る。

　
　２ 事業の内容

（１）鎮守の森等整備事業（修景林整備事業）
　　・景観向上のための花木、果樹、紅葉する木の植栽、広葉樹林内の整備等）
（２）集落周辺整備事業
　　・簡易施設（展望台、木製ベンチ、木製標識の設置等）
　　・作業道の整備（散策路、歩道等）
（３）鳥獣防止緩衝帯整備事業
　　・森林内における刈り払い、除伐等
（４）里山復活対策事業
　　・防竹帯の整備
　　・里山資源活用推進(竹等の利活用に必要な薪割機、炭窯等の整備）
　　・ナラ枯れ対策（粘着バンド設置）

　３ 事業の現状及び課題

　中山間地域の過疎化・高齢化などにより耕作放棄地や手入れがなされない森林が増
加し、地域の人々の生活や生産活動によって育まれてきた自然環境や里山環境が失
われつつあるため、以下の問題が発生している。

　ア　植物の生息・生育環境の質の低下：里地里山の環境に依存する動植物種の衰
退・喪失
　イ　人と野生鳥獣の軋轢の深刻化：クマの大量出没、イノシシやニホンジカによる鳥
獣被害の発生
　ウ　景観や国土保全機能の低下：耕作放棄、ナラ枯れ、竹林拡大による生物多様性
や公益的機能の低下
　エ　管理の担い手の活力低下：人口の減少や高齢化による管理者の不足

  このため、集落周辺森林の継続的維持管理や里山林の再生などの地域特有の生物
多様性を保全する取組を進め、地域における自然環境意識の醸成等を図る必要があ
る。
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実績
　　　平成２４年度は伯耆町（炭窯の整備）、大山町（折損木の伐採、歩道の整備）、八頭町（果樹の植
栽、除伐）で実施され、集落での里山整備に対する意識醸成につながり、モデル的な取組となった。

連絡先
　　　農林水産部 森林づくり推進課 電話0857-26-7304

参考URL　　　
鳥取県森林・林業振興局のwebサイトより
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「集落型里山林整備事業」
http://www.pref.tottori.lg.jp/171860.htm

　　　

- 186 -


